
令和８年度 田布施町職員採用試験（令和８年１０月採用）

受験案内

１ 試験職種、採用予定人員及び受験資格

◆ 次のいずれかに該当する人は受験できません。

○ 日本国籍を有しない者

○ 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで、又はその執行を受けることがなくなる

までの者

○ 田布施町の職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない者

○ 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体

を結成し、又はこれに加入した者

２ 試験の日程及び会場

行政（社会人経験者）

３ 試験の方法及び内容

試 験 職 種 採用予定人員 受 験 資 格

行 政 高校卒業程度 若干名 昭和５６年４月２日以降に生まれた人

区 分 試験日時 試験会場

第１次試験

令和８年７月１９日（日）

受 付 午前８時５０分から

試 験 午前９時２０分から正午まで

田布施町保健センター

第２次試験
令和８年８月８日（土）を予定しています。

詳細は第１次試験合格通知の際にお知らせします。
田布施町役場

区分 試験科目 方法及び内容 所要時間

第

１

次

試

験

職務基礎力

試験

※１

論理的に思考する力、文章を正確に理解する力、統計等の

資料を分析する力、国内外の社会情勢への理解等を確認す

るための基礎的な試験

60分

適応性検査
公務の職業生活への適応性について、職務への対応や対人

関係に関連する性格傾向について、択一式による筆記試験
20分



※１ 基礎的な内容が出題されますので、特別な対策や勉強は不要です。「国内外の社会情勢への関

心 と理解等」の問題では、公的部門の職員として必要な基礎知識（社会情勢や義務教育の中で学

んだことなど）や、ニュース等で報道された内容が出題されます。

４ 第1次試験当日に持参するもの

受験票、筆記用具（ＨＢの鉛筆、消しゴム）

５ 受験手続及び申込み受付期間

（１）受験の申込方法（次のいずれかの方法で申し込んでください。）

①インターネット（電子申請）の場合

作文試験
課題に対する理解力及び文章表現力、構成力などについて

の筆記試験
60分

第

２

次

試

験

口述試験
面接等を通じて職員としてふさわしい人物かどうかを総合

的に評定するため、個別又はグループによる面接等の試験

申込方法

下記のＵＲＬまたはＱＲコードにより、「田布施町電子申請サービス」トップ

ページの「オンライン申請手続き」から、「令和８年度田布施町職員採用試験（令

和８年１０月採用）申込」にアクセスして申し込んでください。

【 ＵＲＬ 】

https://apply.e-tumo.jp/tabuse-u/offer/offerList_detail?tempSeq=619

【 ＱＲコード 】

申込方法確認

■ 「利用者ログイン」の「利用者登録せずに申し込む方はこちら」を選択しま

す。

■ 「手続き説明」及び「利用規約」を確認の上、「同意する」を選択します。

※申込手続にあたり、添付ファイルとして「本人証明写真（縦4.5cm×横3.5cm）」

が必要となりますので、事前にご準備ください。

メールアドレス確認

■ メールアドレスを入力し、「完了する」をクリックします。

■ 申込画面のＵＲＬが記載された確認メールが自動で返信されます。

※フィルター設定等によりメールが届かない方は、ドメイン設定で「e-tumo.jp」

を受信できるよう設定してください。

https://apply.e-tumo.jp/tabuse-u/offer/offerList_detail?tempSeq=619


②郵送または窓口持参の場合

内容入力

申込画面のＵＲＬにアクセスし、各申込内容を正しく入力してください。最

後に表示される「申込完了」（整理番号とパスワードが表示される画面）で、申

込手続の完了となります。

申込完了

申込完了時に、申込完了通知メールが自動で返信されます。

メール本文に記載される「整理番号」と「パスワード」は、受験票等を印刷

する際に必要となりますので、必ず保存又は控えておいてください。

受理通知（審査完了）

受験票等印刷

採用試験申込を受付次第、審査完了・受験票等の印刷についての受理通知メ

ールを送信します。メール本文に記載する「申込内容照会」のＵＲＬにアクセ

スして、受験票等をダウンロード・印刷してください。

受験票は、試験当日に必ず持参してください。

受験申込書

受験申込書は、町役場総務課総務係の窓口で請求するか、町ホームページから

ダウンロードしてください。

※郵送による請求は対応いたしません。

提出物

■ 受験申込書

■ 返信用封筒（受験票等送付用）

長方３号封筒に送付先住所・宛名を記入し、１１０円切手を貼り付けたもの。

提出方法

■ 持参する場合

下記窓口まで持参してください。

■ 郵送する場合

封筒の表に「受験申込書在中」と朱書きし、必ず簡易書留等の確実な方法によ

り送付してください。

提出先

〒７４２－１５９２

山口県熊毛郡田布施町大字下田布施３４４０番地１

田布施町役場 総務課 総務係

ＴＥＬ：０８２０－５２－２１１１

受験票の送付
受験申込書を受理した後、受験票を送付します。なお、後述する日付までに受

験票が届かない場合は、上記問合せ先までご連絡ください。



（３）受付期間

（注）提出された応募書類は、一切返却いたしません。

（４）受験票の送付（郵送または窓口持参の場合のみ）

受験票は、提出された受験申込書により受験資格を審査し、受付期間終了後に郵送いたしま

す。なお、７月１３日（月）になっても受験票が届かない場合又は受験票を紛失した場合は、

必ず田布施町役場 総務課 総務係までお問い合わせください。

６ 合格者の発表

（１）第１次試験の合格者発表

■ 日時 令和８年７月下旬予定

■ 方法 合格者に通知するとともに、町役場掲示板及び町のホームページに合格者の受験番

号を掲示します。なお、電話による問合せへの対応は、原則として行いません。

（２）第２次試験の合格者発表（最終合格者）

■ 日時 令和８年８月下旬予定

■ 方法 第２次試験の受験者全員に、その合否を郵送により通知するとともに、町役場掲示

板及び町のホームページに合格者の受験番号を掲示します。

７ 合格から採用まで及び給与

（１）最終合格者は、原則として令和８年１０月１日以降に採用されます。

（２）採用後の給与は、田布施町職員給与条例の定めるところにより支給されます。

令和８年６月１日（月） ～ ６月３０日（火）まで

■ 午前８時３０分から午後５時１５分まで（土曜日、日曜日及び祝日を除きます。）

■ 郵送の場合は、６月３０日（火）までの消印のあるものに限ります。
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令和８年度　田布施町職員採用試験（令和８年１０月採用）

受験案内

１　試験職種、採用予定人員及び受験資格

		試　験　職　種

		採用予定人員

		受　験　資　格



		行　政

		高校卒業程度

		若干名

		昭和５６年４月２日以降に生まれた人



		

		

		

		





　

◆　次のいずれかに該当する人は受験できません。


　○　日本国籍を有しない者


　　○　拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで、又はその執行を受けることがなくなるまでの者


　　○　田布施町の職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない者


　　○　日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者


２　試験の日程及び会場

　行政（社会人経験者）

		区　　分

		試験日時

		試験会場



		第１次試験

		令和８年７月１９日（日）


受　付　　午前８時５０分から


試　験　　午前９時２０分から正午まで

		田布施町保健センター



		第２次試験

		令和８年８月８日（土）を予定しています。


詳細は第１次試験合格通知の際にお知らせします。

		田布施町役場





３　試験の方法及び内容

		区分

		試験科目

		方法及び内容

		所要時間



		第


１


次


試


験

		職務基礎力試験


※１

		論理的に思考する力、文章を正確に理解する力、統計等の資料を分析する力、国内外の社会情勢への理解等を確認するための基礎的な試験　

		60分



		

		適応性検査

		公務の職業生活への適応性について、職務への対応や対人関係に関連する性格傾向について、択一式による筆記試験

		20分



		

		作文試験

		課題に対する理解力及び文章表現力、構成力などについての筆記試験

		60分



		第


２


次


試


験

		口述試験

		面接等を通じて職員としてふさわしい人物かどうかを総合的に評定するため、個別又はグループによる面接等の試験

		





※１　基礎的な内容が出題されますので、特別な対策や勉強は不要です。「国内外の社会情勢への関心　と理解等」の問題では、公的部門の職員として必要な基礎知識（社会情勢や義務教育の中で学んだことなど）や、ニュース等で報道された内容が出題されます。


４　第1次試験当日に持参するもの


　　受験票、筆記用具（ＨＢの鉛筆、消しゴム）


５　受験手続及び申込み受付期間


　　（１）受験の申込方法（次のいずれかの方法で申し込んでください。）


①インターネット（電子申請）の場合　　


		申込方法

		下記のＵＲＬまたはＱＲコードにより、「田布施町電子申請サービス」トップページの「オンライン申請手続き」から、「令和８年度田布施町職員採用試験（令和８年１０月採用）申込」にアクセスして申し込んでください。



		

		【 ＵＲＬ 】


https://apply.e-tumo.jp/tabuse-u/offer/offerList_detail?tempSeq=619



		

		【 ＱＲコード 】
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		申込方法確認

		■ 「利用者ログイン」の「利用者登録せずに申し込む方はこちら」を選択します。


■ 「手続き説明」及び「利用規約」を確認の上、「同意する」を選択します。


※申込手続にあたり、添付ファイルとして「本人証明写真（縦4.5cm×横3.5cm）」が必要となりますので、事前にご準備ください。 



		メールアドレス確認

		■ メールアドレスを入力し、「完了する」をクリックします。


■ 申込画面のＵＲＬが記載された確認メールが自動で返信されます。


※フィルター設定等によりメールが届かない方は、ドメイン設定で「e-tumo.jp」を受信できるよう設定してください。



		内容入力

		　申込画面のＵＲＬにアクセスし、各申込内容を正しく入力してください。最後に表示される「申込完了」（整理番号とパスワードが表示される画面）で、申込手続の完了となります。



		申込完了

		　申込完了時に、申込完了通知メールが自動で返信されます。


　メール本文に記載される「整理番号」と「パスワード」は、受験票等を印刷する際に必要となりますので、必ず保存又は控えておいてください。



		受理通知（審査完了）


受験票等印刷

		採用試験申込を受付次第、審査完了・受験票等の印刷についての受理通知メールを送信します。メール本文に記載する「申込内容照会」のＵＲＬにアクセスして、受験票等をダウンロード・印刷してください。


　受験票は、試験当日に必ず持参してください。





②郵送または窓口持参の場合


		受験申込書

		受験申込書は、町役場総務課総務係の窓口で請求するか、町ホームページからダウンロードしてください。

※郵送による請求は対応いたしません。



		提出物

		■ 受験申込書　


■ 返信用封筒（受験票等送付用）


　長方３号封筒に送付先住所・宛名を記入し、１１０円切手を貼り付けたもの。



		提出方法

		■ 持参する場合


下記窓口まで持参してください。


■ 郵送する場合

封筒の表に「受験申込書在中」と朱書きし、必ず簡易書留等の確実な方法により送付してください。



		提出先

		〒７４２－１５９２


山口県熊毛郡田布施町大字下田布施３４４０番地１


田布施町役場 総務課 総務係


ＴＥＬ：０８２０－５２－２１１１



		受験票の送付

		　受験申込書を受理した後、受験票を送付します。なお、後述する日付までに受験票が届かない場合は、上記問合せ先までご連絡ください。





　　

　（３）受付期間


		令和８年６月１日（月） ～ ６月３０日（火）まで

■ 午前８時３０分から午後５時１５分まで（土曜日、日曜日及び祝日を除きます。）


■ 郵送の場合は、６月３０日（火）までの消印のあるものに限ります。





（注）提出された応募書類は、一切返却いたしません。


　（４）受験票の送付（郵送または窓口持参の場合のみ）


　　　　受験票は、提出された受験申込書により受験資格を審査し、受付期間終了後に郵送いたします。なお、７月１３日（月）になっても受験票が届かない場合又は受験票を紛失した場合は、必ず田布施町役場 総務課 総務係までお問い合わせください。


６　合格者の発表

　　（１）第１次試験の合格者発表


　　　■ 日時　令和８年７月下旬予定


　　　■ 方法　合格者に通知するとともに、町役場掲示板及び町のホームページに合格者の受験番号を掲示します。なお、電話による問合せへの対応は、原則として行いません。


　　（２）第２次試験の合格者発表（最終合格者）


　　　■ 日時　令和８年８月下旬予定


　　　■ 方法　第２次試験の受験者全員に、その合否を郵送により通知するとともに、町役場掲示板及び町のホームページに合格者の受験番号を掲示します。


７　合格から採用まで及び給与

　　（１）最終合格者は、原則として令和８年１０月１日以降に採用されます。


（２）採用後の給与は、田布施町職員給与条例の定めるところにより支給されます。

